
Asset Management Journal 11

特
集

羽鳥 剛史 愛媛大学社会共創学部（環境デザイン学科）教授

AI アカウンタビリティの意義と課題

1. はじめに
Society5.0（超スマート社会）やスー

パーシティ構想において、人工知能（AI）
やビックデータが社会変革を導く中心的
な技術として位置付けられている。ア
セットマネジメント分野においても、デ
ジタルトランスフォーメーション（DX）
の推進と共に、膨大なインフラデータを
AI 技術により分析・解析し、異常の検知、
損傷の発見、劣化予測、修繕計画の立案
など、維持管理の効率化・高度化に活か
そうとする取り組みが本格化しつつある。
AI やビックデータ等の先端技術は、財
政の逼迫や技術者の不足といった厳しい
条件の下でも、アセットマネジメントの
高度化を図り、インフラ施設の適切な維
持管理を遂行する上で不可欠な役割を期
待されている。

スマートシティに関わる政策提言の多
くは、AI やビックデータの積極的な活
用と同時に、その開発・利用にあたり、
人間中心的な価値に基づいて、市民に対
する説明責任（アカウンタビリティ）の
確保を求めている 1）。特にアセットマネ
ジメントは、市民の負託によって成り
立っており、インフラ管理者は市民に対
してその適切な管理・運営に関するアカ
ウンタビリティを果たすことが求められ
る。しかし、インフラマネジメントに関
わる意思決定プロセスに AI 技術を導入
することにより、市民に対するアカウン
タビリティがより困難となる可能性が懸
念される。第 1 に、AI アルゴリズムの
判断は、その判断に至った理由や根拠を
外部から理解することが難しいという

「ブラックボックス問題」を抱えている。
特に、機械学習や深層学習を用いた AI
では、開発者にとってさえも AI アルゴ
リズムがなぜその判断を下したのかを十
分に説明することが困難となる。近年で
は、AI 判断の根拠を明確化する「説明
能力のある AI（explainable AI）」の技

術開発も進められているが、未だ発展段
階にあり、AI 判断の根拠を一義的に理
由付けすることは難しいのが実情である。

以上の課題に加えて、第 2 に、AI を
用いた意思決定は、そこに多くの関係主
体が介在するという「多くの手の問題

（problem of many hands）」を抱えてい
る 2）。AI アルゴリズムは、通常、数多
くのアルゴリズムから構成されるシステ
ムに組み込まれており、システム全体と
して機能を発揮する。こうしたシステム
を簡略的に「AI システム」と呼べば、
AI システムの設計、開発、照査、修正
には、アルゴリズム設計者、データ保持
者、政策立案者、サービス提供者、サー
ビス利用者をはじめ、多くの関係者が関
与する。さらに、AI システムは、設計
者等の設計・運用環境、利用者の使用環
境、ソフト・ハードウェアの技術環境、
法制度や社会規範を含む、異質な人的・
物的ネットワークが錯綜する複雑な社会
技術的な文脈に埋め込まれている。こう
した状況においてシステムが下した意思
決定に対して、その責任を同定すること
は容易ではない。

AI システムのアカウンタビリティ問
題は、近年の科学技術論や AI 倫理学の
中心テーマの一つであるが、その要件や
枠組みについて統一的な見解に至ってい
るわけではない。本稿では、AI システ
ムのアカウンタビリティ概念を概観する
と共に、特にAIの開発・利用をめぐる「責
任のギャップ」という観点から、AI シ
ステムに関するアカウンタビリティのあ
り方や要件について検討し、AI 技術を
活用したアセットマネジメントへの示唆
を導くことを試みる。

2. �AI システムの 
アカウンタビリティ概念

アカウンタビリティ概念に関して、会
計学、社会学、政治学、経済学、心理学

等、多くの学問分野において研究が蓄積
されている 3）。その定義や概念は多義的
であるが、伝統的には、委託者と受託者
との間の 2 者関係を前提として発達して
きた。すなわち、アカウンタビリティの
委託－受託関係は、「受託者 A が委託者
B に対して自己の行為 C を正当化する
義務を果たし、もし委託者 B が受託者
A の正当化が不十分であることを発見
した場合、一定の制裁を受ける可能性が
ある時、受託者 A は委託者 B に対して
行為 C に関して説明可能である」とい
う形式により定義される 4）。近年の研究
では、このアカウンタビリティ概念をア
ルゴリズムによる意思決定の文脈におい
て捉え直し、アルゴリズムに関わるアカ
ウンタビリティにおける意思決定者とそ
の対象者の関係について次のように記述
している 5）。すなわち、「意思決定者は、
アルゴリズムによる意思決定システムの
設計と運用に関する理由及び説明を意思
決定の対象者に提供しなければならない。
意思決定の対象者は、この正当化が適切
であるかどうかを判断することができ、
適切でない場合には、意思決定者は何ら
かの制裁を受けたり、特定の意思決定の
撤回や修正を余儀なくされる可能性があ
る」とされる。

現実のアルゴリズムによる意思決定は、
特定の委託者と受託者の間で実施される
ことは稀であり、不特定多数の市民（委
託者）から構成される社会の中で、複数
の意思決定者（受託者）間の連携の中で
実施される場合が一般的である。この点
を踏まえて、アルゴリズムによる意思決
定プロセスが社会の規範や手続きに則っ
ているか否かという観点から、アルゴリ
ズムに関わるアカウンタビリティを広義
に捉える見方も提示されている。例えば、
OECD の AI 原則に拠れば、アカウンタ
ビリティは「組織や個人が、自らの役割
や適用される規制の枠組みに従って、設
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計、開発、運用、または導入した AI シ
ステムが、そのライフサイクルを通じて
適切に機能することを確保し、自らの行
動や意思決定プロセスを通じてこれを実
証すること」とされている。また、ガバ
ナンスと関連付けて、「法的・倫理的な
義務、方針、手順、仕組みにコミットし、
社内外のステークホルダーに倫理的な実
行を説明・実証し、適切な行動が取れな
かった場合には是正することを含む、ガ
バナンス構造に集約される一連のメカニ
ズム、実践、属性」と定義するものもあ
る 6）。

3. 責任のギャップ問題
AI システムのアカウンタビリティ問

題は、AI を用いた判断や意思決定に関
して、人間の責任をいかにして担保でき
るかという問題と不可分に結び付いてい
る。AI の判断や意思決定に対してどの
程度まで人間が責任を負うことが出来る
か、もしくは責任を負うべきかについて
は、様々な議論がある。その中でも、
AI を用いた判断や意思決定が「責任の
ギャップ（responsibility gap）」を生み
出す可能性が指摘されている 7）。責任の
ギャップとは、厳密に言えば、AI の判
断が危害を及ぼし、その責任を問うこと
が適切であるにも関わらず、誰もその責
任を問われない状況を表している。技術
哲学者のデ・シオらは、責任概念の多義
性を認めた上で、責任のギャップを 1）
過失責任のギャップ（culpability gap）、
2）道徳的説明責任のギャップ（moral 
accountability gap）、3）公的説明責任
のギャップ（public accountability gap）、
4） 能 動 的 責 任 の ギ ャ ッ プ（active 
responsibility gap）に大別している 7）。
第 1 に、過失責任は、故意や過失による
違法行為や他者への損害に対する責任を
表すが、AI の判断が介在することによ
り、そのシステムの挙動に対する予測や
統制が困難となり、過失行為に対する正
統な理由が生まれたり、言い訳が許容さ
れたりする可能性が考えられる。第 2 に、
道徳的説明責任は、自らの行動の理由を
他者に説明する義務を表しているが、
AI システムの不透明性や複雑性に起因
して、その責任の所在が曖昧になる可能
性が考えられる。冒頭で述べた通り、機

械学習による判断はその設計者でさえも
その判断の理由を説明することが困難と
なる場合が少なくない。さらに、AI シ
ステムにおいて、設計者、行政、市民、デー
タ管理者等、多様な関係者が介在し、関
係者間の情報・データの複雑な交換が行
われる。道徳的説明責任のギャップは、
こうした状況において、AI システムの
全体的な挙動や個々の判断について、関
係者の説明能力や理解能力が低下する状
況を表している。第 3 に、公的説明責任
は、公的機関が社会的な判断や意思決定
の理由について一般市民に説明する義務
を表している。しかし、AI の導入により、
その判断や意思決定の裁量や権限（の一
部）が技術者やデータ管理者に委譲され
た結果、市民に対するアカウンタビリ
ティが低下する可能性が懸念される。第
4 に、能動的責任は、上記 3 つの受動的
な責任と異なり、社会的に共有された目
標や価値を追求する前向きの義務を表す。
AI の導入に伴う能動的責任のギャップ
は、設計者や技術者がその技術的な利点
のみに着目し、その潜在的なデメリット
を防ぐという自らの責任を十分に認識し
ていない、あるいはこの義務を果たす能
力や動機を持たない状況に相当する。

アセットマネジメントに AI 技術を導
入したとしても、それが過失責任、道徳
的説明責任、公的説明責任のギャップを
許容するものであってはならないことは
言うまでもないことであろう。加えて、

インフラ管理者には、こうした受動的な
責任だけでなく、AI の活用がどのよう
な社会的な目標や価値の達成につながる
かという能動的責任を果たすことも求め
られるだろう。特に、AI の導入に際し
ては、その利点のみを強調するのではな
く、その潜在的な負の影響や限界につい
ても広く社会に共有する義務があると言
える。

4. �意味のある人間による 
コントロール要件

一方で、上記の責任ギャップ問題のう
ち、道徳的説明責任のギャップは、AI
システム特有の課題（説明困難性やシス
テムの複雑性）に起因するものであり、
この意味ではより根深い問題と言えるか
もしれない。この問題に対して、それを
解決不可能と見なす立場（「運命論者」）、
問題でもないと過小評価する立場（「デ
フレ論者」）、新しい技術的・法的手段に
よって解決できると考える立場（「解決
論者」）等、様々な見解があるが 7）、残
念ながらどれも本質的・建設的な解決を
導くものとは言い難い。AI 開発／利用
をめぐる責任問題に対処することは容易
ではないが、一つの有力なアプローチと
して「意味のある人間によるコントロー
ル（meaningful human control; MHC）」
という考え方を取り上げてみたい 8）。
MHC は、AI システムの反応や挙動が
関連する関係主体の理由と能力と整合し

図1　意味のある人間によるコントロール9）
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ていることを表し、AI 技術を導入しな
がらも、そこに意味のある形で人間の判
断と入力を維持・介在させることを推奨
する（図 1）。デ・シオによれば、MHC は、
1）人間の理由に関するトラッキング条
件と 2）人間の能力に関するトレーシン
グ条件という 2 つの追跡条件によって評
価できる 7）。
 第 1 に、トラッキング条件は、AI シス
テムが、関係主体の関連する理由に対し
て明白に応答するように設計されている
ことを要請する。トラッキング条件の評
価方法として、自動運転システムを事例
として、関係主体の様々な意図や理由を
AI アルゴリズムと直接に関連するもの

（近位意図、例えば、「歩行者が通れば停
車する」など）からシステム全体の遠因
となるもの（遠位意図、例えば、「街な
かの交通渋滞を緩和する」など）までの
連続的なスケールに沿って配置し、それ
ぞれがシステムの振る舞いにどのように
反映されるかを分析・評価するマッピン
グ手法が提案されている 10）。アセット
マネジメントにおいても、例えば、ロジッ
クモデルを活用することにより、AI を
活用したマネジメント業務がその直接的
なアウトプットだけでなく、広く社会
ニーズに関わるアウトカムとどのように
結び付いているかを明確化することによ
り、トラッキング条件を評価することが
出来る。

第 2 に、トレーシング条件は、AI シ
ステムが関係主体の道徳的・技術的能力
と関連付いていることを要請する。より
具体的には、システムの設計、開発、使
用の各段階において、（i） システムの能
力と限界に関する十分な知識と、（ii） シ
ステムの振る舞いに対する責任者として
の自己の役割に関する十分な道徳的意識
とその役割を遵守する能力の両方を備え
た、少なくとも 1 人の関係主体を特定で
きるような設計であることが求められる。
AI システムをコントロールする上で、
必ずしもすべての関係者がその能力や機
能について十全に理解する必要はないで
あろうが、その挙動に対する道義的責任
と能力を有する特定の技術者がおり、彼
らに対する社会的な認証が担保されてい

ることが必要であろう。
MHC は、責任ギャップ問題の短絡的

な解決ではなく、より包括的な観点から、
AI システムと社会のニーズや人間の限
定的な能力との関わり合いを反省的に吟
味する、より粘り強いアプローチである
と言えよう。このアプローチを進める上
では、市民や技術者をはじめ、関係者が
協働しながら、AI 技術の開発から実装
までの一連のプロセスを通じて、どのよ
うな責任のギャップが生じ、この問題に
対していかにして意味のある人間による
コントロールを実現できるかを検討する
必要がある。例えば、市役所窓口の混雑
予測に AI を導入した事例 11）では、単
に AI 技術を開発するだけでなく、技術
開発者、市民、市役所職員が開発段階か
ら継続的に対話を行い、社会実装に向け
て種々の検討（実験サイトの公開、自治
体職員が扱えるサイト構築、関係者会議、
アクセス数の分析、現場確認、市民アン
ケート調査、ワークショップの実施など）
を重ねて、当該技術の実用性を評価して
いる。こうした地道な協働のプロセスを
経ることにより、AI 導入をめぐる責任
ギャップを克服し、市民に対するアカウ
ンタビリティを果たすことが期待できる
ものと言える。

5. おわりに
AI アカウンタビリティの問題は、人々

が AI とどのように関わり合うべきかと
いう本質的な問いを投げかけている。さ
らにそれは、我々が AI という新しい技
術を用いてどのような社会を目指したい
かという問題とも無縁ではない。本稿で
紹介した MHC の考え方は、AI システ
ムに関する専門的・技術的な議論だけで
なく、その批判的な検証を含め、我々の
社会ビジョンに照らして「何が意味のあ
る人間の関わり方なのか」を追求するア
プローチである。AI 技術のアセットマ
ネジメントへの活用にあたっては、こう
したアプローチに則って、人間と AI と
のつきあい方や目指すべき社会ビジョン
に関する市民的議論を蓄積することが重
要であろう。
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